
「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、百貨店、セレクトショップ等の店舗での小売販売を目指す６次産業

化及び農商工連携に係る新商品の開発、販路拡大等を支援することにより、本市の農林

水産物等の地域資源の活用を促進するとともに、地域経済の発展に資するため交付する

「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、

大分市補助金等交付規則（昭和４９年大分市規則第５６号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、商品の製造・開発若しくは販売をし、又はしよ

うとする者（食品の販売をする者にあっては、食品表示法（平成２５年法律第７０号）

及び食品表示基準（平成２７年内閣府令第１０号）の規定により、当該食品の表示内容

に責任を有する者として表示されている者に限る。）であって、市区町村税を滞納してい

ないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助対象としない。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号に

おいて「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。） 

⑵ 暴対法第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

⑶ 前２号に掲げる者を構成員とする者 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付

の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表に掲げると

おりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関から補助対象事業について補助対象経

費と同一の経費を交付の対象とする補助等を受けている場合は、当該経費を補助の対象



としない。 

３ 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。 

（計画の認定） 

第３条の２ 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長が定める日までに「お

おいたの幸」ブランド化支援事業実施計画認定申請書（様式第１号）に市長が必要と認

める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認

めたときは、その計画を認定し、「おおいたの幸」ブランド化支援事業実施計画認定通知

書（様式第１号の２）により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

（交付の申請） 

第４条 前条第２項の規定による認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、補助

金の交付の申請をしようとするときは、「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付

申請書（様式第１号の３）に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提

出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 消費税課税事業者届出書 

(4) ３月以内に発行された市区町村税の滞納がないことを証明する書類（市長が認める

場合を除く。） 

(5) ３月以内に発行された法人登記事項証明書又はその写し（法人の場合に限る。） 

(6) 誓約書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

２ 認定事業者は、前項の規定により申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係る仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消



費税等仕入控除税額」という。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、

この限りでない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、補助金の交付決定をし、「おおいたの幸」ブランド化支援事業補

助金交付決定通知書（様式第２号）により、認定事業者に通知するものとする。この場

合において、市長は、必要な条件を付することができる。 

（変更の申請） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交

付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容又は補助事業に要する予算を

変更しようとするときは、「おおいたの幸」ブランド化支援事業変更承認申請書（様式

第３号）に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとす

る。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その変更を承認

したときは、「おおいたの幸」ブランド化支援事業変更承認通知書（様式第４号）により、

当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要

な条件を付すことができる。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、市長が定める日までに「おおいたの幸」ブランド化支援事業実績

報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業実績書 

 (2) 収支決算書 

 (3) 消費税課税事業者届出書 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合において、前項の規

定による実績報告時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、



これを補助金の額から減額して報告するものとする。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適

当であると認めたときは、補助金の額を確定し、「おおいたの幸」ブランド化支援事業補

助金確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（請求） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、「おおいたの幸」ブラン

ド化支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還）  

第１０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分につ

いて、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 (3) 第２条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

２ 補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合にお

いて、第８条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後に消費税等の申告により当

該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額（第７条第２項の規

定により減額した場合は、その減じた額を上回る部分の金額）を「おおいたの幸」ブラ

ンド化支援事業補助金消費税等仕入控除税額確定報告書（様式第８号）により速やかに

市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年７月１９日から施行する。 

（経過措置） 

(1) 法令又はこの要綱若しくは市長の指示に違反したとき。 

 (2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 



２ この要綱の施行の日以後において最初に参画依頼し、又は任命する委員会の委員の当

該参画依頼又は任命の期間は、第１３条第１項の規定にかかわらず、平成２５年３月３

１日までとする。 

（新型コロナウイルス感染症に係る特例） 

３ 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に第４条第１項の規定による申請

を行う者については、別表研究開発支援事業の部補助金の額の欄中「とする。ただし、

大分市６次産業化推進品目の場合は、２００千円を上限とする」とあるのは「とする」

と、同表商品化促進支援事業の部及び販売力強化支援事業の部補助金の額の欄中「２分

の１」とあるのは「５分の４（菓子の開発に係る商品化促進支援事業においては、１０

分の９）」と、「１，０００千円」とあるのは「５００千円」と、「とする。ただし、大分

市６次産業化推進品目の場合は、補助対象経費の３分の２とする」とあるのは「とする」

と読み替えて適用する。 

４ 前項に規定する者については、別表備考４の規定は、適用しない。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 



この要綱は、平成２９年７月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 



１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 

 



別表（第３条関係） 

補助対象事業 事業内容 補助対象経費 補助対象経費の内容 補助金の額 

研究開発 

支援事業 

大分市の農林水産物等

の地域資源を活用し、新

たな商品化に繋げるた

めの調査研究、試作品開

発等を支援する。 

研究開発費 

原材料費、機械装置等リース又はレンタル費、外注加工費、成分等

分析費、技術指導等に係るコンサルタント費、旅費、通信運搬費、

マーケティング費等 

補助対象経費の額（当該額に 1

千円未満の端数がある場合は、

これを切り捨てた額）とし、100

千円を限度とする。 その他 上記以外で市長が認める経費 

商品化促進 

支援事業 

大分市の農林水産物等

の地域資源を活用した

新たな商品開発を支援

する。 

商品開発費 

原材料費、外注加工費、成分等分析費、一括表示作成費、技術指導

等に係るコンサルタント費、旅費、通信運搬費、ラベル等デザイン

料、販促資材等作製費（デザイン料含む）、筆耕翻訳料、産業財産

権等取得費等 

補助対象経費の 2 分の 1（大分

市６次産業化推進品目及び菓

子の商品開発の場合にあって

は、3 分の 2）の額（当該額に 1

千円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てた額）とし、

500 千円を限度とする。 

その他 上記以外で市長が認める経費 



販売力強化 

支援事業 

大分市の農林水産物等

の地域資源を活用した

商品について販路を新

たに県内外へ拡大する

取組、ブラッシュアップ

等を支援する。 

展示商談会 

出展費 

装飾制作料、通訳委託料、マネキン料、会場借上料（展示会等への

出展に係るブース代、展示会等の設備に係るレンタル料）、旅費、

通信運搬費、販促資材等作製費（デザイン料含む）、サンプル作成

費等 

補助対象経費の 2 分の 1 の額

（当該額に 1千円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨て

た額）とし、500 千円を限度と

する。 

既存商品ブラ

ッシュアッ

プ・販路拡大

費 

原材料費、外注加工費、成分等分析費、一括表示作成費、技術指導

等に係るコンサルタント費、旅費、通信運搬費、ラベル等デザイン

料、販促資材等作成費（デザイン料含む）、筆耕翻訳料、産業財産

権等取得費等 

その他 上記以外で市長が認める経費 

 

備考 

１ 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものに限る。 

２ 研究開発支援事業について、前年度に当該事業の交付確定をうけた補助事業者は、申請はできないものとする。 

３ 研究開発支援事業とその他の事業とを併せて実施することはできないものとする。 

４ 大分市６次産業化推進品目とは、市長が別に定める品目とする。 

５ デザイン料について交付する補助金の額は、商品化促進支援事業及び販売力強化支援事業において、それぞれ３００千円を限度とする。 

 

  


